
資料資料資料資料 1111    沖縄県の事例沖縄県の事例沖縄県の事例沖縄県の事例（http://www.machi.to/bbs/read.cgi/okinawa/1344421444/より）    

    

●●●●PTAPTAPTAPTA の問題点の問題点の問題点の問題点 

 

１．１．１．１．PTAPTAPTAPTA は任意団体であり、入会契約は随意契約。は任意団体であり、入会契約は随意契約。は任意団体であり、入会契約は随意契約。は任意団体であり、入会契約は随意契約。    

 

入会契約については「組合契約」（＝合同行為：承知しての行為）とする説もあるが、現状は「校納金」として強

制的に徴収

（※）

されていることから強制的な入会契約となっている。よく「PTA の総意」などと聞くが、現状では上

述の通り瑕疵のある入会契約瑕疵のある入会契約瑕疵のある入会契約瑕疵のある入会契約となっており、合同行為は成立していないという「合意無き総意」と言える。 

つまり、「総意」「合意」などとして処理する場合、争いになる可能性がある、ということ。争いになれば、PTA 会長

は法的な代表者（代表会長）として法廷に立つこととなる。 

 ちなみに、徴収した学校の責任者である校長にも法的責任を問えるはずであるが、現行制度では市長（代表

市長）を相手とすることとなる。 

 

※※※※強制的な会費徴収強制的な会費徴収強制的な会費徴収強制的な会費徴収    

強制的な徴収とは、「校納金等」と称して「図書費」「PTA 会費」を徴収する行為。校納金については、事故防止

の観点から「口座振替申請」を強要（全員登録です、などとの表現）している事例が多々ある。 

これらの表現により保護者は「「「「PTAPTAPTAPTA 会費支払いは校費として必須（＝会費支払いは校費として必須（＝会費支払いは校費として必須（＝会費支払いは校費として必須（＝PTAPTAPTAPTA 入会は強制）」と誤認しており、会費入会は強制）」と誤認しており、会費入会は強制）」と誤認しており、会費入会は強制）」と誤認しており、会費

支払いを以て支払いを以て支払いを以て支払いを以て PTAPTAPTAPTA 入会契約が成立する入会契約が成立する入会契約が成立する入会契約が成立することとなる。 

 誤認による入会契約なので、この契約については消費者契約法違反誤認による入会契約なので、この契約については消費者契約法違反誤認による入会契約なので、この契約については消費者契約法違反誤認による入会契約なので、この契約については消費者契約法違反と指摘する声があり、私もそのように考

える。 

 また、「誤認の要因」は学校側の発行する文書の表現方法にあり、責任の存在は学校にある。「誤認の要因」は学校側の発行する文書の表現方法にあり、責任の存在は学校にある。「誤認の要因」は学校側の発行する文書の表現方法にあり、責任の存在は学校にある。「誤認の要因」は学校側の発行する文書の表現方法にあり、責任の存在は学校にある。 

 

２．委任契約なき徴収２．委任契約なき徴収２．委任契約なき徴収２．委任契約なき徴収    

 

学校における私費会計の徴収は便宜を図る目的でなされており、その関係は民法上の委任受任契約（民法

643 条）とされるが、現状では、委任状も承諾書もないままで徴収されている。 

PTAPTAPTAPTA という他団体の会費を強制的に徴収する理由は、残念ながら教育機関には存在しない。という他団体の会費を強制的に徴収する理由は、残念ながら教育機関には存在しない。という他団体の会費を強制的に徴収する理由は、残念ながら教育機関には存在しない。という他団体の会費を強制的に徴収する理由は、残念ながら教育機関には存在しない。    

本来であれば、学校は公的機関であるので PTA から委任され徴収すべきであるが、現状では委任状すら存在

していない。（PTA からの「委任状」の必要性については、他の自治体での学校会計監査報告からも読み取る

ことができる。） 

ついでだが、教材費や学級費の徴収形態も個人的な委任受任契約に基づくもの、と解釈されており、これらの

行為は学校の権限として行われるものではなく、あくまで「担任個人が保護者に便宜を図る」という性質のもの。 

ちなみに、給食費は学校給食法に基づき保護者に費用負担義務があるが、その徴収も「便宜を図るため」のも

の、とされる。 

 

３．公費の流用３．公費の流用３．公費の流用３．公費の流用    

 

 学校教材や学校図書は、学校図書館法や学校教育法等に基づき公費充当されるが、４～5 年ほど前に全国



的に「3 割流用」と新聞報道された。 

 これらの費用は一般会計として充当されるようで、「流用」には法的問題はない。 

 が、実際、図書や教材が基準通り揃っているか、については、不十分であったことが明るみに出た。 

 金額等については失念したが、たしか、流用金額と保護者への徴収金額は一致（例えば、図書費は全国的に

概ね 100 円／月程度）していたように記憶する。 

 穴埋めだ、と指摘されても仕方のない行為だと思う。 

 学校における必要経費については、実は予算配分されておらず、教委が取りまとめて管理し、申請に応じて

支弁される。 

 急を要する事案では PTA 会費から、となるのも無理もない制度だと思う。 

 経費支出を抑えた校長が他の校長から方法を問われ、「実は、PTA にお願い（利用）した。」と語った、という

話もある。 

 最近の全国紙の報道からすると、まんざら嘘の話ではないものと思われる。 

 ちなみに、図書費としての徴収については他府県自治体でも問題になっており、徴収を廃止した例も見られ

る。 

 

４．寄付の強要と地方財政法４．寄付の強要と地方財政法４．寄付の強要と地方財政法４．寄付の強要と地方財政法    

 

 流用された公費の穴埋めの為か、緊急使用事例から麻痺した為か、PTA から財政的支援を受ける学校は多

い。 PTA の会計報告を見ると、殆どの学校で特別会計として支援金が予算化されていることが判る。予算化さ予算化さ予算化さ予算化さ

れ支出されてはいるが、実際にれ支出されてはいるが、実際にれ支出されてはいるが、実際にれ支出されてはいるが、実際には財産の移動であるため寄付と見做される。は財産の移動であるため寄付と見做される。は財産の移動であるため寄付と見做される。は財産の移動であるため寄付と見做される。    

 事実、文科省も毎年行われる地方教育費調査において、平成 20 年までは「PTA 寄付金等」の項目で調査し

ていた。 

 関心のある方、疑問に感ずる方は、最寄りの教委に公文書公開請求を行えば資料をみることが出来る。 （21

年以降は、教師の負担軽減のため、調査を止めている。事実上の黙認である。） 

 

 入会形態がほぼ強要の状態では消費者契約法違反入会形態がほぼ強要の状態では消費者契約法違反入会形態がほぼ強要の状態では消費者契約法違反入会形態がほぼ強要の状態では消費者契約法違反の疑いもある。 

 さらには、予算化は寄付を強要する行為として、地方財政法第予算化は寄付を強要する行為として、地方財政法第予算化は寄付を強要する行為として、地方財政法第予算化は寄付を強要する行為として、地方財政法第 4444 条の５に禁止される行為条の５に禁止される行為条の５に禁止される行為条の５に禁止される行為である。 

 地方財政法の目的は「・・地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資すること」とする。 つまり、PTA

の行為（校長の主導？）は地方自治の健全性を疎外する行為と言える。 

 また、寄付として「何処に、幾らするか」については寄付者の自由意思に基づくべきものであるが、 会費として

徴収し予算化する行為は寄付を強要する行為と見做される。 

 通称「甲賀市自治会裁判」では、入会を拒むことで不利益があり、加入率が高い団体において、入会を拒むことで不利益があり、加入率が高い団体において、入会を拒むことで不利益があり、加入率が高い団体において、入会を拒むことで不利益があり、加入率が高い団体において、    寄付分を予寄付分を予寄付分を予寄付分を予

算化する行為は事実上寄付を強要する行為として、民法算化する行為は事実上寄付を強要する行為として、民法算化する行為は事実上寄付を強要する行為として、民法算化する行為は事実上寄付を強要する行為として、民法 90909090 条における公序良俗に条における公序良俗に条における公序良俗に条における公序良俗に    反する行為であり無効反する行為であり無効反する行為であり無効反する行為であり無効、

とした最高裁判例もある。 

 学校施設の使用については、当然ながら「公序良俗」が求められており、上記の行為がこれに反する行為とな

るのであれば、直ぐにでも改められるべき行為なのである。 

 

実際に公開された公文書を確認すると、窓ガラスや鍵交換、校舎や床・天井の補修などの建物の維持管理費と

して使用されている事例が多く見受けられる。研究目的の教材や辞書、校長会をはじめとする教職員の参加す



る任意の研修会の会費、修学旅行や遠足の下見のための交通費などなど、支援内容は多岐にわたる。 

校舎の修繕費負担については、地方財政法第 27 条の４（地方財政法施行令第 52 条）に禁止されている費目

であり、その他の費目は教委規則等により自主性や主体性が問われる性質のもの。また、物によるが、寄贈とす

るのであれば、会計規則に基づく処理が必要となるが、これもなされていない。 

支援については、財力のある PTA と離島などの小さい PTA に著しい差があり、「公教育の機会均衡」の観点か

らすると関心出来ない。しかしながら、校納金等として「教育振興費」などの名目で徴収する学校も存在する。 

 

 

●●●●PTAPTAPTAPTA を受けいれる学校側の問題を受けいれる学校側の問題を受けいれる学校側の問題を受けいれる学校側の問題    

 

１．委任状なき会費徴収１．委任状なき会費徴収１．委任状なき会費徴収１．委任状なき会費徴収    

 

 学校図書費や教育振興費など、多くの学校で校納金としての費目を明示され徴収される事例がある。 

 実際は PTA 会費に含まれる費目なのであるが、如何にもこれが校費であるが如くの表現である。 

 さらに、学校に対する会費徴収についての委任状もないのであれば、徴収の根拠もなく違法学校に対する会費徴収についての委任状もないのであれば、徴収の根拠もなく違法学校に対する会費徴収についての委任状もないのであれば、徴収の根拠もなく違法学校に対する会費徴収についての委任状もないのであれば、徴収の根拠もなく違法と言える。 

 地方自治法には「違法であれば行為無効」、との条文があり、学校による徴収自体が無効となる可能性が高地方自治法には「違法であれば行為無効」、との条文があり、学校による徴収自体が無効となる可能性が高地方自治法には「違法であれば行為無効」、との条文があり、学校による徴収自体が無効となる可能性が高地方自治法には「違法であれば行為無効」、との条文があり、学校による徴収自体が無効となる可能性が高

い。い。い。い。    

 民法には「錯誤」の規定もあり、代理徴収であるのであれば十分な説明が必要と言える。民法には「錯誤」の規定もあり、代理徴収であるのであれば十分な説明が必要と言える。民法には「錯誤」の規定もあり、代理徴収であるのであれば十分な説明が必要と言える。民法には「錯誤」の規定もあり、代理徴収であるのであれば十分な説明が必要と言える。    

 

２．２．２．２．PTAPTAPTAPTA 活動の法的根拠活動の法的根拠活動の法的根拠活動の法的根拠        

 

 「PTA 室」が公的な文書に表われる文科省発「学校施設整備指針」。 

 横浜の監査結果でも根拠と主張していたが、学校に PTA の居室を認める法的根拠とはならないようだ。 

 実際には社会教育法等が根拠となっているようであり、その前提にあるのは社会教育の振興。 

 つまり、学校における PTA 活動の条件は「社会教育として認められるか、否か」となるものと考える。 

 ちなみに、殆どの学校で殆どの学校で殆どの学校で殆どの学校で PTAPTAPTAPTA 事務が学校事務所を共有使用する状態にあるが、共有使用は個人情報管理事務が学校事務所を共有使用する状態にあるが、共有使用は個人情報管理事務が学校事務所を共有使用する状態にあるが、共有使用は個人情報管理事務が学校事務所を共有使用する状態にあるが、共有使用は個人情報管理

上の問題がある。上の問題がある。上の問題がある。上の問題がある。 

 

３．学校施設使用許可３．学校施設使用許可３．学校施設使用許可３．学校施設使用許可    

 

 学校施設は公有財産であり、これを使用する場合は許可申請が必要とされる。 

 社会教育関係団体である PTA が使用する場合、社会教育は学校教育と別物とされる以上、目的外使用とな

り、許可申請等の手続きは必要となる。 

 また、許可が下りた場合は許可証の携帯は必須となるが、これらは一切が無視されている。 

 

４．個人情報の管理４．個人情報の管理４．個人情報の管理４．個人情報の管理    

 

    学校へ届けられた児童生徒に関する個人情報は、個人情報保護条例により保護される。学校へ届けられた児童生徒に関する個人情報は、個人情報保護条例により保護される。学校へ届けられた児童生徒に関する個人情報は、個人情報保護条例により保護される。学校へ届けられた児童生徒に関する個人情報は、個人情報保護条例により保護される。    

    教委はその情報を管理する事業者として登録されており、外部へ情報提供する場合は、条例に基づき届け教委はその情報を管理する事業者として登録されており、外部へ情報提供する場合は、条例に基づき届け教委はその情報を管理する事業者として登録されており、外部へ情報提供する場合は、条例に基づき届け教委はその情報を管理する事業者として登録されており、外部へ情報提供する場合は、条例に基づき届け



出が必要となる。出が必要となる。出が必要となる。出が必要となる。    

    また、情報を提供される側（また、情報を提供される側（また、情報を提供される側（また、情報を提供される側（PTAPTAPTAPTA）も利）も利）も利）も利用事業者としての届けが必要となるが、これも無視されている。用事業者としての届けが必要となるが、これも無視されている。用事業者としての届けが必要となるが、これも無視されている。用事業者としての届けが必要となるが、これも無視されている。    

 

 

繰り返しになるようだが、PTAPTAPTAPTAの有する問題は「任意性の周知」と「入会同意書をとる」ことで、ほぼ解決するの有する問題は「任意性の周知」と「入会同意書をとる」ことで、ほぼ解決するの有する問題は「任意性の周知」と「入会同意書をとる」ことで、ほぼ解決するの有する問題は「任意性の周知」と「入会同意書をとる」ことで、ほぼ解決する。。。。 

 

上述の「PTA の問題点」などを、支援を受ける側の「学校運営上の問題」として整理すると、以下の通り、となる。 

 

１．校費（校納金等）として徴収する問題１．校費（校納金等）として徴収する問題１．校費（校納金等）として徴収する問題１．校費（校納金等）として徴収する問題    

 

一般的に校納金等として徴収される費目は「給食費」「PTA 会費」「図書費」「教育振興費」「周年事業費」である

が、「給食費」以外は任意団体である PTA の会計費目である。 

委任状が無くとも代理徴委任状が無くとも代理徴委任状が無くとも代理徴委任状が無くとも代理徴収であるので、学校側は消費者契約法のいう代理人の行為となる。代理人である学校収であるので、学校側は消費者契約法のいう代理人の行為となる。代理人である学校収であるので、学校側は消費者契約法のいう代理人の行為となる。代理人である学校収であるので、学校側は消費者契約法のいう代理人の行為となる。代理人である学校

の表現により保護者が強制と「誤認」している現状では、学校の責任も問われる。の表現により保護者が強制と「誤認」している現状では、学校の責任も問われる。の表現により保護者が強制と「誤認」している現状では、学校の責任も問われる。の表現により保護者が強制と「誤認」している現状では、学校の責任も問われる。    強制と誤認していなくとも、

学校からの案内に対し、断りを入れる保護者はそうはいないであろう。 

法に法に法に法に““““学校とは別学校とは別学校とは別学校とは別””””とされている以上、徴収案内も会計も明確に分けるべきとされている以上、徴収案内も会計も明確に分けるべきとされている以上、徴収案内も会計も明確に分けるべきとされている以上、徴収案内も会計も明確に分けるべきだと考える。PTA は余計な問題を学

校に持ち込むべきではない。 

 

２．会計規則に基づかない処理２．会計規則に基づかない処理２．会計規則に基づかない処理２．会計規則に基づかない処理    ≒≒≒≒    中に浮く財産中に浮く財産中に浮く財産中に浮く財産    →→→→    背任行為背任行為背任行為背任行為    という問題という問題という問題という問題    

 

学校に徴収された「PTA 会費」「図書費」「教育振興費」「周年事業費」は PTA 会計であるが、 これから学校へ

支援金として支弁される金員がある。 

費目は学校図書に始まり、先に挙げた校舎の修繕経費や備品、消耗品に至るまで多岐にわたるが、学校側か

らは受領書は発行されず、PTA が購入したことになっている。 

PTA には、実際の領収書はあるが財産である物品は無い状態となる。これは PTA 役員による事実上の背任行

為。 

 もらった方の学校側も採納などの会計処理をしていないのであれば、私的物品の管理を公務員に課すことと

なる。 

 特に問題となるのが電化製品の「電気代」と「取り付け工事」。 

 公有財産に勝手に手を加え、私的物品を稼働させるのに税金を投入することとなる立派な「財政に損害を与公有財産に勝手に手を加え、私的物品を稼働させるのに税金を投入することとなる立派な「財政に損害を与公有財産に勝手に手を加え、私的物品を稼働させるのに税金を投入することとなる立派な「財政に損害を与公有財産に勝手に手を加え、私的物品を稼働させるのに税金を投入することとなる立派な「財政に損害を与

える」行為として、監査請求（職員処置請求）の対象となる背任行為と言える。える」行為として、監査請求（職員処置請求）の対象となる背任行為と言える。える」行為として、監査請求（職員処置請求）の対象となる背任行為と言える。える」行為として、監査請求（職員処置請求）の対象となる背任行為と言える。    

 

３．担任個人による会計処理３．担任個人による会計処理３．担任個人による会計処理３．担任個人による会計処理    ≒≒≒≒    本務でない会計事務負担本務でない会計事務負担本務でない会計事務負担本務でない会計事務負担    →→→→    多忙な先生をより多忙とする問題多忙な先生をより多忙とする問題多忙な先生をより多忙とする問題多忙な先生をより多忙とする問題    

 

 学校で徴収される費目であるが、担任個人が保護者へ便宜を払うため、とされる「教材費」「学級費」。 

 副教材・準用教材は、担任が授業を円滑に進める（理解を深めやすくする）ことを目的にしており、教委にその

内容を届ける必要がある。 

 届け出は就学援助（教育の機会均衡を図る目的）を行う上で必須となる。 

 これらの副教材は、本来であれば保護者が納得して購入すべきものであり、納得しなければ買わなくとも良い



ものであるが、担任としては、全員が持っていれば授業を進めやすい。 

 そこで、共同購入の形態をとり、保護者の購入行為の負担を軽減する。 「学級費」については、学校生活を

豊かにする目的があるのであろうが、内容は把握していない。 

    どちらも担任と保護者の委任受任契約（民法）とされ、担任は“善良の管理者”としての報告義務を負う。 

 つまり、授業を円滑に進めたいが為、保護者への余計な負担を背負うこととなる。しかしながら、この会計処理

を明確にしなければ、問題とされた場合、逃げ道はない。    

 


